
は じ め に

作業手順は古くて新しい問題である。名称も解

釈もさまざまである。昭和40年代は 安全作業標

準又は作業標準 ，それから 安全作業手順又は

作業手順 ，さらに昭和58年頃から 安全作業マ

ニュアル と名称が変わって現在に至っている。

安衛則では，雇入れ時の教育（第35条），職長等

の教育（第40条）等で 作業手順 が法令用語と

して用いられているので，本稿でも一般的な表現

としては作業手順を用いることとする。なお，英

語では sa fe job procedure 又は sa fety procedure

という。

作業手順がわが国の安全行政に導入されたのは，

昭和40年頃，当時の労働省安全課長の住谷自省さ

んが米国から 近代的安全管理 を導入されたと

き以降だと思う。そして昭和40年代においては，

近代的安全管理技法として 作業標準又は作業手

順 の作成指導が行政ベースで熱心に推進された

ところである。

ところが昭和50年代半ばから，どういうわけか

品質管理面からとらえた作業手順論が主流となり，

現在に至っている。作業手順を安全面又は品質管

理面のいずれからとらえても，安全作業分析が的

確に行われていさえすれば問題はないのであるが，

安全作業分析が中途半端な品質管理主体の作業手

順では困るのである。

住谷さんは昭和39年８月から昭和43年６月まで

約４年にわたり安全課長（第４代）を勤められた。

その間安全課に在籍して安全コンサルタントにな

った人は，野原石松，川口邦供，小俣和夫，加来

利一，保田秀則の皆さんと私の６人である。

住谷さんは米国の安全事情視察から帰国後，毎

日夕刻になると課員を集めて近代的安全管理論を

レクされるのを常とした。その際作業手順につい

てもご高説を拝聴したのだが，運よく聴く機会を

得た人は私の記憶では前記６人のうちさらに少な

い３人程度だったと思う。その数少ないうちの一

人である加来さんと昨秋話した際，談がたまたま

作業手順に及び，当時の事情を知らない人々が多

くなってきたので，後世のために当時のことを記

録に残しておく必要があるということで意見が一

致した。その結果，今回，私が敢えて古い内容で

恐縮ではあるが本稿を記すことにした次第である。

なぜ品質管理論が主流となったのか

前記のように昭和40年代においては，安全面か

らとらえた 作業標準又は作業手順 が行政指導

で推進されたのであるが，なぜ途中から品質管理

面からとらえた 作業標準又は作業手順 に変わ

ったのであろうか。それは昭和56年に 産業安全

ハンドブック が刊行された際， 作業標準 の

章を担当された森田福男さんが，品質管理面から

とらえた 作業標準 論を執筆されたからだと思

う。その内容は品質管理面からはよく書かれたも

ので，その後の成書 がいずれもこれを種本と

してほぼ同じ表現で書かれていることからもわか

る。

問題は同氏の 安全作業標準 についてのとら

え方である。同氏は， 作業標準は元来，品質管

理用語として生まれたもので…… として J I S

の作業標準（opera t ion standard）の定義を紹介
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した上で，技術標準，作業標準，作業手順等を説

明した後，

以上は作業標準を品質管理面からとらえた一

断面である。近時 安全作業標準 という名称で

安全面より作業標準を論ずる場合があるが，ここ

でいう安全は，労働災害の防止であって，仕事の

なかでの災害防止であるから，順調な生産を行う

とは，図（略）に示したように労働災害のない，

よい品質の製品を，能率的に，低原価で作ること

と解すれば，生産目的を達成するために，作業者

の作業行動のよりどころとして作業標準があるの

であるから，品質管理のための作業標準とか，労

働災害防止のための，安全作業標準とかを別に制

定する必要はないわけである。（82ページ ） と

述べている。

品質管理のための作業標準と労働災害防止のた

めの作業標準とを別に作る必要のないことについ

ては異議はない。問題は，いずれにしても作業標

準が同氏の説明のように真に 作業者の作業行動

のよりどころ になっているかどうかである。

品質管理の作業標準の意味として同書 の表

（作業標準の種類）に示されているように， 作

業の安全，品質，能率，原価等の見地から……作

業方法，作業の管理等を規定したもの になって

いるかどうかである。作業標準は 作業者の作業

行動のよりどころ であるから，それに従って作

業をすれば安全に能率よく作業ができるものでな

ければならない。安全上必要な手順の手抜きは許

されない。そのためにはどうしても安全作業分析

を的確に行う必要があるのである。

品質管理面から作成された

作業手順の問題点

実際に作成されている作業手順をみると，品質

管理面から作成された作業手順が多いようである。

今回，本誌に掲載された座談会でもそのように報

告されている。品質管理面から作成された作業手

順は，どこに問題があるのであろうか。

１ 品質管理面からとらえた作業標準は，その定

義上，技術標準の要求事項を満足させる側面を

有することから，技術的要求事項（技術基準）

が優先され，安全作業分析が中途半端になって

いるものがある（特に建設関係に多い。）。実際，

技術基準に禁止事項又は安全心得を 急所 と

して併記した程度のものが少なくない。

また，極端な場合は品質と安全（衛生）とが

対立することがある。昭和50年代前半の話であ

るが，瀬戸茶碗の製造行程で 金線塗り とい

う作業があり，溶剤としてベンゼンが用いられ

ていた。ベンゼンは速乾性が高く品質上は好ま

しいのだが，特化則で禁止されたので，改善を

指導したことがある。法令で禁止されている事

項は技術基準を変更しなければならない。

２ 技術基準が中心となっているため，細かい作

業上の手順が省略されていることがある。

西島茂一さんも，その著書 の中で， 作業

者に危険で難しい準備作業を必要とする行程が

あっても，品質と関係がある本体作業ではない

から何も書かれず，それは職場で検討してうま

くやればよいということになる。 と懸念を表

明している。西島さんとは作業手順について多

くの意見を交わしたが，筆者と同意見であった。

３ 技術基準は，その性格上，品質担当又は生産

担当の部門で作成されるため，現場作業者の意

見はあまり反映されていない。したがって品質

管理面からとらえた作業標準は，現場作業者か

らは遊離し，作業者が守らない場合が多い。

作業手順とは

住谷さんは私達に作業手順について繰り返し次

のように語られた。

作業手順というものは，成文化されていよう

がいまいが，本来，生産の場にはどこにもあるも

のである。それを成文化し，安全（衛生を含む。）

というフィルターを掛けて，危険有害性を取り除

いたものが安全作業手順，すなわち作業手順であ

る と。

私はここに安全・衛生コンサルタントが行う作

業手順作成指導についての原点があると思う。安

全（衛生）というフィルターの役目を安全・衛生

安全衛生情報

― ―48



コンサルタントが果たすのである。作業手順につ

いてのリスクアセスメントをどこまで安全・衛生

コンサルタントができるのかがこれからの課題で

ある。

中小企業における作業手順の指導で問題となる

のは，安全・衛生コンサルタントが指導しても，

それを理解できる人材がいないことだという。そ

こで場合によっては安全・衛生コンサルタントが

直接，作業手順作成の仕事に当たることになる。

そして作業者に作業の内容を記述させようとす

ると，今度は字が書けないという。あるいは字を

書けないふりをするという。いずれも今回の座談

会で明らかにされたことである。

しかし，安全心得は多くの事業場で作成されて

いるというので，まだ，救われたような思いがす

る。安全心得は作業手順を作成できない零細企業

においては最低限度の対策であるが， 作業手順

との違いは，作業手順は 線 であるのに対し，

安全心得は 点 に過ぎないということである。

禁止事項又は順守事項以外は，作業者の注意力に

依存する最も低いレベルの対策であることを忘れ

てはならない。

セーフティー・プログラム

住谷さんが米国から導入した 近代的安全管

理 は，米国が1948年頃から実施したもので，

安全は企業の責任で，操業の段階で実施する

というものである。前者はセーフティー・ポリシ

ィーとして，後者はセーフティー・プログラムと

して実施される 。

本会の会員のみに頒布されている 労働安全衛

生コンサルタント必携（製造業編） の改訂版Ⅱ

20頁に 安全衛生管理綱領 とあるのがこれで

ある。これまでしばしば質問があったので，ここ

でその概略の説明をしておくことにする。

セーフティー・プログラムは，これに最も近い

のは安全管理規程であるが，いわゆる規則スタイ

ルではなく，事業場の労働災害を減らすための実

行プログラム，手順書である。現在の OS H M S

に近いものである。その最も優れたものは U S ス

チール社のセーフティー・プログラム で，日本

語訳で B 5版・35ページ程度のものである。

まず，冒頭に U S スチールにおける安全につ

いての伝統 が５ページにわたり社長名で書かれ

ており，初代ゲーリー会長以下の先輩の業績を讃

え， 安全は生産部門全管理者の第一責任である

とセーフティー・ポリシィーを明示している。

OS H M S の厚生労働省指針第５条に 安全衛生

方針の表明 があるが，これは将にこのセーフテ

ィー・ポリシィーを書くべきものだと える。

U S スチール社のようなセーフティー・ポリシィ

ーを書ける事業場がわが国に果して何社あるであ

ろうか。

次に本文であるが，構成は①作業の安全分析と

安全作業手順，②基礎訓練，③個人指導，④安全

監視，⑤従業員記録表，⑥災害調査，⑦事故災害

チャート，⑧物的条件と検査，⑨活動報告書，

監査となっており，最後に 有効な安全衛生管理

綱領のための最低必要条件 として，各級管理者

（取締役・工場長・部長・課長・職長・組長・勤

労担当部長・安全担当係長・セーフティーエンジ

ニア）の責任が，管理機能・統制機能・訓練機能

別に９ページにわたり詳細に記載されている。

この中で最も重視されているのは 作業の安全

分析と安全作業手順 である。物の安全化が達成

された最高レベルの安全水準の事業場においては，

安全作業手順の維持管理が主要な業務になってい

ることがわかる。

紙面の都合で詳細な説明は省略し，現在でも参

となる様式のみを紹介することにする。

第１図は 安全分析シート である。例は ボ

イラーの水管据付作業 のうちの 水管運搬作業

（単位作業） で， 災害発生可能性 ， 災害の類

型（事故の型） 及び 作業部門 に分析し，併

せて作業手順への提案を行っている。

第２図は 安全作業手順表 で，作業手順はす

べて本文に織り込み，保護具と危険源のみを別欄

にしている。

第３図は 監督者安全監視記録表 で，組長

（F orem an）は月２回，各作業員の安全監視を
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行い，違反や不安全行為を記録する。 違反

（V iola t ion） とは訓練や指導に反した場合を言

い， 不安全行為（U nsafe acts） とは訓練や指

導を受けずに反した場合をいう。この区別は特に

重視されている。

第４図は 従業員記録表 で，従業員の安全に

関する個人記録である。基礎訓練（B），個人指

導（I C），安全監視（O 違反なし，V 違反，V L S

指導なく犯した違反），一般指導（G），不安全行

為（U），懲戒（V D），不休災害（M ），休業災害

（D）のすべてについて記録される。

以上は U S スチール社が50年以上も前に既に実

施していたものである。現在わが国で，作業手順

の維持管理をこのレベルで実施している企業が果

してどのくらいあるであろうか。わが国の事業場

がこの水準に達する前に品質管理論による作業手

順に変質し，未だに低水準で低迷していることは

まことに残念なことである。

作業手順はなぜ守られないのか

最近における海外の安全文献を見ると，安全マ

ネジメントや安全カルチュアと並んで，行動安全

に関するものが多い。H S E の 安全作業手順の

違反をなくすためには は，管理者が作業手順

の違反の原因を把握し，実際的な対策をとる必要

のあることを指摘している。別表は，そのための

アンケート調査の項目と結果の１例を示したもの

で，興味深い。

第１図
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↑第２図

←第３図

第４図→
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別表 作業手順が守られない理由についてのアンケート調査 （資料提供及び訳 毛利哲夫）

番号 質 問
全くそうだ
と思う

おおむねそ
うだと思う

まあそうか
と思う

１ 手順には最もよい作業方法が書かれているとは限らない。 2 4 0
２ 監督層は手順から外れることは避けられないと えている。 3 2
３ 手順を守っていたのでは所定期限以内に仕事を終えられない。 1 1
４ 手順を守っていると安全や能率にマイナスとなることがある。 3 1
５ 手順は使うことになっている器具が手に入らないことがある。 3 1

６
手順を守っていたのでは実際に仕事ができないか，難しいこ
とがある。 4 1

７
計画を成し遂げるために手順を一部変える必要の生じること
がある。 4 1

８ 手順の書き方が難しくてわかりにくい。
９ 手順には理解の難しいところがある。 1

10
他の仕事についての手順も同時に見なければならないことが
多い。 2 4

11 手順の中には実際の仕事にあてはまらないものがある。 2 1
12 手順に書いてあるものよりもっとよい方法がある。 2 3
13 手順に書かれている決まりが厳しすぎることがある。 5 1
14 手順には書いてないことの起こることがよくある。 2 3

15
個別の手順に書いてないことがらについて全般的に示した指
針がない。 2 1

16 なぜ順序を守る必要があるのかわからなくなることがある。 1
17 仕事を安全に行うために守ることが必要でない手順がある。 4 1
18 手順の中には未経験の作業者だけを対象としたものがある。 4

19
手順が複雑すぎてどこまでやったのかわからなくなることが
ある。 1

20 手順の中には管理者層の立場を守るためだけのものがある。 5 1
21 手順に従っていたのでは仕事が進まなくなることがある。 5 1

22
仕事にかかる前に作業者が手順を理解しているかどうかチェ
ックする仕組みがない。 2 1

23 手順を守らないことが年中起こっている。 3 1
24 手順の中には無視したくなるものがある。 1 1
25 手順の中には無視した方が仕事が早く進むものがある。 2 4

26
手順を守っていなくても監督者から注意を受けないことがあ
る。 2 2

27 危険がないか小さいときには手順の省略が許されている。 4
28 手順を守らないことを管理者層が歓迎する場合がある。 1
29 手順を守らないように管理者が働きかけることがある。 1 1
30 手順を守らないように作業者が働きかけることがある。 1 1
31 スタッフの手不足のため手順の守られないことがある。 2 4

32
手順の中には自然な行動をしたときそれに反することになる
ものがある。 4 1

33
協力会社の作業に対しては異なった安全基準が適用されてい
る。 3 1

34
手順が守られているかどうかのチェックが有効に行われてい
ない。 4 2

35 作業者が手順を守らなくても罰されることはない。 3 1
36 作業者が手順を守らなくても指摘を受けることはない。 3 1
37 規則や手順を厳密に守っていても当人の足しにはならない。 2 3
38 手順を守らないことによって利益の得られることがある。 1 1
39 自分の責任にならないように仕事を進めたくなることがある。 3 2 1

40
退屈な繰り返し作業をするときに休憩時間が決められていな
い。 1

41 手順に従って仕事をすると技量が生かせない。 2
42 手順の中には仕事がよくわかっていると守らないものがある。 1 1

43
書面になった規則や手紙を手元に置くことのできないことが
ある。 1

44 自分の知らない手順に出くわすことがある。 2
45 今までやったことのない仕事の手順が与えられている。 1 1
46 非常事態の手順について訓練を受けたことがない。 3
47 今までやったことのない仕事に出くわすことがよくある。 2
48 どの手順に従ったらよいのかわからなくなることがある。 1 1

10名の回答者からの回答数集計結果（例えば質問１では， 全くそうだと思う ２名， おおむねそうだと思う
４名）
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また，解決策として，安全宣言（経営層及び従

業員），正しい作業手順の作成と表現，教育訓練

（特に危険有害度とリスクの認識），監視，設備

機器の改造，職務設計等を挙げている。

これからの作業手順の在り方

OS H M S，リスクアセスメント，フェールセー

フ等の新時代を迎えて，作業手順も新しく衣替え

をしなければならない。

まず，第１は，作業手順を検討する前に，機械，

化学物質，さらには工程等のリスクアセスメント

を行い，これらの安全化，無害化を図ることであ

る。その上で，残存リスクを作業手順で補うとい

うのが順序であると思う。

T hom as R . K rause はその講演の中で，安全な

行動を妨げるものとして，施設・機器60％，マネ

ジメントシステム13％，カルチュア８％という比

率を挙げている 。

また，住谷さんは，作業手順のレベルを次の６

段階に分けている 。作業者に求める安全が順に

低くなっており，最後の６を目指すべきであると

している。

１ 禁止事項のみを与えた場合

２ 作業ごとに禁止事項，安全心得を与えた場合

３ 安全が省略された技術基準を与えた場合

４ 技術基準の順序に従って禁止事項，安全心得

を併記して与えた場合

５ 作業を基本作業（要素作業）にまで分類し，

安全な手順に組み立てた手順を与えた場合

６ マン・マシン・システムとしての安全条件を

備えた作業手順を与えた場合

第２は，機械や化学物質と同様に，作業手順に

ついてもリスクアセスメントを行うことである。

危害の発生確率と ひどさ に応じて作業手順の

作成又は見直しの優先順位をつけることが必要で

ある。

第３は，作業手順運用のシステム化である。こ

れからの作業手順は，OS H M S の中で運用され

るべきである。作業手順は現場の課長や職長だけ

の問題ではない。作業手順に係る各級管理者の責

任は，安全点検と同様に，工場長以下各級管理者

ごとに明示されていなければならない。そして作

業手順の作成，教育指導，監視，見直し等の管理

が事務化され，P DCA のサイクルで推進される

ことが望ましい。
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労働安全・衛生コンサルタント表示運動

本会では，平成11年度からの新しい運動として，

労働安全・衛生コンサルタント表示運動 を実

施しています。

会員コンサルタントが，出版物等にその職・氏

名を表示する際には， 労働安全又は労働衛生コ

ンサルタント の肩書を必ず表示しましょう。

安全衛生情報

― ―53


